
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
八
号

厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
三

項
並
び
に
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

第
一
条
　
削
除

（
法
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
広
告
の
方
法
及
び
内
容
に
関
す
る
基
準
）

第
二
条
　
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
広
告
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
六
条
の
五
第

二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
並
び
に
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
一
条
の
九

各
号
に
規
定
す
る
広
告
の
方
法
及
び
内
容
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
が
虚
偽
に
わ
た
っ

て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

（
狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
等
）

第
三
条
　
法
別
表
第
十
二
号
の
市
町
村
に
よ
る
狂
犬
病
予
防
員
任
命
事
業
に
つ
い
て
の
狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
四
条
中
「
法
第
六
条
第
二

項
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
六
条
第
二
項
」
と
、
同
令
第
十
五
条
中
「
法
第
六
条
第
七
項
（
法
第
十
八

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
条
第
七
項
」
と
、
同
令
別
記
様
式
第
六

中
「
都
道
府
県
名
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
名
」
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
一
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
認
可
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
選
定
事
業
者
で
あ
る
法
人
（
法
第
三
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
選
定
事
業
者
で
あ
る
法
人
を
い
う
。
）
は
、
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生

省
令
第
二
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
及
び
資
産
の
状
況
を
記
載
し
た

申
請
書
を
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
地
の
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び

同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
は
、
当
該
指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
長
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
者
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
法
第
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
っ
て

当
該
申
請
を
審
査
す
る
た
め
に
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
社
会
保
険
労
務
士
の
認
定
要
件
）

第
五
条
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
事
務
を
行
う
た
め
の
事
務

所
を
設
け
て
か
ら
三
年
以
上
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
状
態
）

第
六
条
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
状
態
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
構
造
改

革
特
別
区
域
に
お
け
る
求
職
者
の
数
に
対
す
る
求
人
の
数
の
比
率
、
求
人
の
充
足
率
（
求
人
の
数
に
占
め
る
求
職

者
が
当
該
求
人
を
充
足
し
た
数
の
割
合
を
い
う
。
）
、
就
職
者
の
数
又
は
就
業
者
の
数
そ
の
他
の

近
の
雇
用
の
状

況
に
関
す
る
指
標
が
他
の
地
域
に
お
け
る
当
該
指
標
に
比
較
し
て
低
位
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
構
造
改
革
特

別
区
域
が
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
状
況
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
状
況
の
急
激
な

変
化
が
認
め
ら
れ
な
い
状
態
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定

は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
八
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
平

成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
二
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
五
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の

と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕

っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
規

定
は
、
令
和
元
年
十
二
月
六
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
四
号
）

1



（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

別記様式(第三条第二項関係) 

表 面 

写
真
面
及
び
予
防
員
の
証
面
に
は
、
所
属
庁
の
庁
印
を
押
す
も
の
と
す
る
。 

  12cm 

8cm 

 

第 
 
 
 

号 

    
 
 
 
 

所
属
庁 

 

氏

名 
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年
月
日 
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防

員

の

証 

 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日
発
行 

  

  

写

真

を

は

る 
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裏 面 

 

こ
の
証
票
を
携
帯
す
る
者
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
狂
犬
病
予
防
法
の
特

例
と
し
て
狂
犬
病
予
防
員
の
事
務
を
行
う
者
で
、
そ
の
関
係
条
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

  

構
造
改
革
特
別
区
域
法
抜
す
い 

第
二
十
二
条 

市
町
村(

地
域
保
健
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
政
令
で
定
め
る
市
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。)

が
、
そ
の
設
定
す

る
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
け
る
狂
犬
病
予
防
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号)

第
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
狂
犬
病
予
防
員(

次
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事
任
命
予
防
員
」
と
い
う
。)

の
数

が
当
該
市
町
村
の
区
域
の
範
囲
に
比
し
て
少
な
い
こ
と
か
ら
狂
犬
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
に
は
同

法
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
事
務(

以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
犬
の
抑
留
に
係
る
事
務
」
と
い
う
。)

を
当
該
市
町
村
が
自
ら
行
う
必
要
が
あ
る

と
認
め
て
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、

当
該
市
町
村
の
長
は
、
同
法
第
三
条
第
一
項
、
第
六
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
市
町
村
の
職
員
で
獣
医
師
で
あ
る
も
の
の
う
ち
か
ら
狂
犬
病
予
防
員
を
任
命
し
、
犬
の
抑
留
に
係
る

事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

狂
犬
病
予
防
法
第
三
条
第
二
項
、
第
六
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
の
任
命
を
受
け
た
狂
犬
病
予
防
員(

次
項
に
お
い
て
「
市
町
村
長

任
命
予
防
員
」
と
い
う
。)

を
都
道
府
県
知
事
任
命
予
防
員
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第

六
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八

十
九
号)

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
市
町
村(

第
五
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第

二
十
一
条
に
お
い
て
「
認
定
市
町
村
」
と
い
う
。)
の
長
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
同
法
第
二
十
一
条
中

「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
市
町
村
の
長
」
と
、
同
法
第
六
条
第
十
項
中
「
都
道
府
県
」

と
あ
る
の
は
「
認
定
市
町
村
」
と
、
同
法
第
二
十
一
条
中
「
当
該
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認

定
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
(

略) 

  

狂
犬
病
予
防
法
抜
す
い 

第
三
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
職
員
で
獣
医
師
で
あ
る
も
の
の
う
ち
か
ら
狂
犬
病
予
防

員(

以
下
「
予
防
員
」
と
い
う
。)

を
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

予
防
員
は
、
そ
の
事
務
に
従
事
す
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
求
め

に
よ
り
こ
れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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